
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

第１０回原子力防災会議（ＴＶ会議） 議事要旨

１．開催要領

開催日時：令和２年６月２２日（月）１０：１４～１０：２５

場 所：官邸４階大会議室

出 席 者：別紙のとおり

２．議事次第

議題１．「女川 (おながわ )地域の緊急時対応」の確認結果について（報告）

議題２．原子力災害対策マニュアルの改訂について（報告）

３．配付資料

資料１－１ 「女川地域の緊急時対応」の取りまとめについて

資料１－２ 「女川地域の緊急時対応」の改定について

資料１－３ 女川地域の緊急時対応（概要版）

資料１－４ 女川地域の緊急時対応（全体版）

資料２ 原子力災害対策マニュアルの改訂について

４．会議概要

（１）議題

（議題１）

・小泉原子力防災担当大臣から、本年３月２５日及び６月１７日に開催し

た、「女川地域原子力防災協議会」において、「女川地域の緊急時対応」に

ついて確認を行った旨報告。

・詳細について、荒木内閣府政策統括官（原子力防災担当）から説明。

（議題２）

・原子力防災会議幹事会から、資料２に基づき、原子力災害対策マニュアル

の改訂について報告。

（２）質疑応答・意見の概要

議題１についての説明を受けて、出席者から次のとおり発言があった。

（更田原子力規制委員会委員長）

・女川地域原子力防災協議会において確認された「女川地域の緊急時対応」

は、原子力災害対策指針に沿った具体的で合理的なものであると考えてい

る。

・原子力規制委員会としても、今回確認された計画等に基づき緊急時の役割

を確実に果たしていく。

（武田防災担当大臣兼国家公安委員会委員長）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自然災害と原子力災害の複合災害に的確に対応できるよう、緊急災害対策

本部と原子力災害対策本部の意思決定の一元化、情報収集及び指示・調整

の一元化にしっかり取り組んでいく。

・原子力発電所において災害が発生した場合、警察では、速やかに体制を構

築するとともに、関係機関と連携し、被害の拡大防止を図る。

・被害状況等を踏まえ、警察災害派遣隊等を派遣するほか、緊急時対応にお

いて不測の事態が生じた場合には、住民の安全を最優先とし、必要な活動

を適切に実施していく。

（高市総務大臣）

・総務省としては、不測の事態が生じた場合には、関係府県の要請に応じ、

緊急消防援助隊の派遣により、避難行動要支援者や傷病者の搬送、住民へ

の避難指示の伝達などについて、広域的に支援をしていく。

（青木国土交通副大臣）

・原子力災害発生時には、海上保安庁が、巡視船艇・航空機を派遣し、海上

における警戒活動、放射線モニタリングの支援を行う。

・住民の避難については、民間船舶では対応が困難な場合には、状況に応じ

て海上保安庁の巡視船艇又は航空機を派遣して対応する。

・国土交通省としては、関係省庁や地元自治体と緊密に連携し、対応してい

く。

（河野防衛大臣）

・自衛隊は、女川地域において原子力災害が発生した場合、宮城県知事等か

らの要請を受けて、多賀城駐屯地の第 22即応機動連隊を主力とした陸上部

隊、航空機艦艇等を派遣し、関係機関と緊密に連携しながら、避難住民の

輸送、簡易除染などの支援活動を実施する。

（梶山経済産業大臣）

・今回の「緊急時対応」を踏まえ、東北電力に対しては、住民避難時の線量

検査や放射線防護資機材の貸与など、原子力災害の対応に、他の事業者と

も緊密に連携して取り組むよう、指導していく。

（小泉原子力防災担当大臣）

・緊急時対応のとりまとめに当たり、関係省庁の様々なご協力に感謝申し上

げる。女川地域以外の地域を含め、引き続きご協力をお願いしたい。

・自衛隊、警察、消防、海保の実働部隊には、自治体から強い期待が寄せら

れている。各担当大臣に対して、万が一の場合の対応についてお願いした

い。

・感染症流行下では、可能な限り感染防止対策との両立を図るが、万が一の

際には被ばくリスクの回避を優先するなど、国民の生命・健康を守ること

を最優先に取り組む。

・今後とも、関係自治体と一体となって、感染症流行下での原子力災害対策



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

に万全を期していく。

（３）閉会

最後に、安倍内閣総理大臣より挨拶。要旨は次のとおり。

・本日、「女川地域の緊急時対応」を了承した。

・半島部や離島を含む、この地域においては、複合災害にも備えた重層的な

避難手段を確保する必要があり、今回の「緊急時対応」の策定に当たっ

て、宮城県をはじめ、関係自治体、関係機関のご協力に感謝申し上げる。

・災害対策に終わりはありません。国としても、引き続き、関係自治体、事

業者と緊密に連携しながら、今後の訓練などを通じて、今回の「緊急時対

応」を継続的に検証、改善していく。

・今回の「緊急時対応」では、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受

け、避難に当たっては、密集を避け、極力分散を図るこことするなど、被

ばく防護措置と感染防止対策の両立も図っている。

・万が一にしっかりと備え、国民の生命、身体や財産を守ることは、政府の

重大な責務である。今後とも、関係大臣は協力して、原子力災害対応に万

全を期していただきたい。

（以 上）



  

 

 

 

    

    

 

 

 

    

 

     

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

    

 

    

       

 

 

    

 

    

 

 

 

 

（別 紙）

出席者一覧

安倍 晋三 内閣総理大臣

麻生 太郎 内閣法第九条の第一順位指定大臣（副総理）

財務大臣

内閣府特命担当大臣（金融）

デフレ脱却担当

高市 早苗 総務大臣

内閣府特命担当大臣（マイナンバー制度）

森 まさこ 法務大臣

茂木 敏充 外務大臣

萩生田 光一 文部科学大臣

教育再生担当

江 藤 拓 農林水産大臣

梶山 弘志 経済産業大臣

産業競争力担当

国際博覧会担当

ロシア経済分野協力担当

原子力経済被害担当

内閣府特命担当大臣 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構）

小泉 進次郎 環境大臣

内閣府特命担当大臣（原子力防災）

河野 太郎 防衛大臣

菅 義 偉 内閣官房長官

沖縄基地負担軽減担当

拉致問題担当

田中 和徳 復興大臣

福島原発事故再生総括担当

武田 良太 国家公安委員会委員長

行政改革担当

国家公務員制度担当

国土強靱化担当

内閣府特命担当大臣（防災）



    

 

 

    

 

    

 

   

 

 

 

   

    

    

    

    

    

      

    

 

衛藤 晟一 一億総活躍担当

内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策、消費者及び食品安

全、少子化対策、海洋政策）

領土問題担当

竹本 直一 情報通信技術（ＩＴ）政策担当

内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略、知的財産戦略、

科学技術政策、宇宙政策）

北村 誠吾 内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革）

まち・ひと・しごと創生担当

橋本 聖子 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担

当

女性活躍担当

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

青木 一彦 国土交通副大臣

石原 宏高 環境副大臣兼内閣府副大臣

小島 敏文 厚生労働省政務官

神田 憲次 内閣府大臣政務官（経済財政政策）

加藤 鮎子 環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官

沖田 芳樹 内閣危機管理監

更 田 豊 志 原子力規制委員会委員長

荒木 真一 内閣府政策統括官（原子力防災担当）


